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一
二
二

月

賦

信

用

め

特

質

噺

U

は

し

が

費

鳩

今

津

正

二

月
賦
信
用
は

一
つ
の
信
用
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
又
挾
義
に

於
て
消
費
信
用
の

…
部
分
で
あ
る
。
然
ら
ば
如
何
な
る
鮎
で
月

賦
信
用
と
滑
費
信
用
と
は
異

る
か
。
先
づ
月
賦
販
費

と
は
各
種

の
商
品
を
買
入
れ
る
に
當
り
代
金
の
全
部
を

}
時
に
支
佛

ふ
事

な
く
、
之
を
通
常
な

る
期
間
に
分
割
し
て
其

一
部
づ

、
を
支
携

ひ
得
る
制
度
で
あ
る
。
か

・
る
観
鮎
よ
り
す
れ
ば
本
質
的
相
異

は

}
度
彿
よ
り
も
寧
ろ
分
割
彿
(連
続
的
支
辨
の
周
期
性
)
と
云

ふ
窯
で
あ

る
。
術
商
品
に
よ
る
特
質
及
び
取
引
條
件
に
よ
る
特

質
よ
り
芸

セ
リ
ζ

ン
氏
所
論
の
犬
蓼

紹
介
し
、
贔

信

用
の
特
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
思
ふ
。

一

商

品

に
依

る
特

質

近
代
の
月
賦
信
用
の
第

一
の
特
色
は
商
品
の
耐
久
性
で
あ
る
。

EdwinR.A.Seligman,1)
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一
般
浦
賀
信
用
は
糖
で
の
商
品
一
最
も
簡
明単
な
る
も
の
よ
り
最

も
複
雑
な
も
の
、
一
日
限
り
の
も
の
よ
の
耐
久
力
あ

る
も
の
、最

も
安

い
も
の
よ
り
最
も
高
慢
の
も
の
に
至
る
迄
の
商
品
、
一
に

利
用
せ
ら

れ
る
が
月
賦
信
用
は
斯
か
る
多
く
の
商
品
に
適
・用
せ

ら
れ
て
居
な
い
。

「
度
用
ふ
れ
ば
最
早
全
く
利
用
出
来

ぬ
様
な

商
品
で
な
く
、連
続
的
に
使
用
し
得

る
商
品
を
扱
ふ
の
で
あ

る
。

斯
く
耐
久
財
九
る
を
要
す
る
の
は
少
な
く
と
も
分
割
支
辨
の
続

く
間
は
そ
の
も
の
の
存
在
す
る
事
を
要
す
る
か
ら
で
あ

る
。
今

一
般
の
清
喪
信
用
と
特
殊
な
月
賦
信
用
と
の
匪
別
を
せ
ん
と
す

る
に
當
り
消
費
財
の
重
要
な
分
類
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
爲
に

は
利
用
前
の
商
品
と
利
用
後
の
商
品
を
識
別
す
る
事
が
肝
要
で

あ
る
。
耐
久
性

と
い
ふ
要
素
に
關
す
る
限
わ
に
於
て
は
月
賦
信

用
の
本
質
的
特
徴
は
利
用
前
の
商
品
に
封
ず
る
支
彿
と
い
ふ
黙

で
あ
る
。
例

へ
ば
若
し
或
人
が

}
包
の
巻
煙
草
を
買
ひ
喫
煙
し

て
了
ふ
な
ら
ば
責
手
は
煙
草
以
外
の
物

に
射
し
支
携
を
求
め
ね

ば
な
ら
ぬ
。
他
方
自
動
車
の
如
き
耐
久
力
あ

る
商
品
に
就
い
て

見
る
に
、
若
し
求
人
が
七

ケ
年
使
用
年
限
あ
る
自
動
車
を
買
ひ

先
サ

己,県
年
間
の
サ
エ
ビ

ス
に
封
し
前
金
で
支
彿
ひ
更
に
尚
淺

盤
}
鐙
鳳

暁
阻賦
倍
旧用
の
特
「暫
【

り
の
六
ケ
年
の
サ
ー
ビ

ス
に
射
し
て
十

ニ
ケ
月
以
内
に
支
携

ふ

も
の
と
す
れ
ば
、

一
旦
事
あ
る
時
は
販
費
者
は
全
額
又
は
終
局

支
梯
に
射
し
て
自
動
車
自
艘
を
要
求
す
れ
ば
足
り
る
。
且
つ
自

動
車
月
賦
信
用
販
費
の
典
型
的
購
買
者
は
各
期
間
の
初

に
其

一

定
期
間
中
に
享
受
す
る
自
動
車
使
用
サ
ー
ビ

ス
に
射
し

て
支
彿

ふ
の
で
あ
る
。
實

に
自
動
車
の
購
買
者
に
附
與

せ
ら
れ
た
る
信

用
は
清
費
信
用
を
表
す
黙
で
は
巻
煙
草
の
買
手
に
謝
し
附
與
ゼ

ら
れ
た
る
信
用
03
如
由
も
の
が
あ
る
が
、
二
者
の
本
質
的
差
…異

は
、
前
者
が
潰
費
前
に
支
彿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
信
用
で
あ
り
、
後

者

は
消
費
後
に
支
彿
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ

る
。

第

二
の
特
色
は
商
品
の
償
格
が
高

い
事
で
あ

る
。
普
通
の
小

費
商
人
は
数
仙
の
低

い
慣
格
の
商
品
を
も
取
引
す
る
が
、
月
賦

信
用
服
喪
は
比
較
的
高
級
品
を
取
引
す
る
。
軍
償
が
相
當
に
高

け
れ
ば
利
潤
率
も
大
と
な
り
損
失
の
補
償
と
な
る
。

第
三
の
特
色
は
前
二
特
色
の
結
果
最
終
支
携
迄
の
期
間
が
長

期
な
る
事
と

一
定
期
間
毎
の
分
割
排
で
あ
る
。
同
常
支
出
中
食

物
柔
車
賃
等
は
毎
日
、
洗
濯
墨
筆
は
値
遇
支
携
は
れ
る
が
、
月

賦
の
分
割
排
の

一
期
間
は

」
ヶ
月
、.
三
ク
月
、
又
は

「
ケ
年
も

第
三
十
巷

六
八
五
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鷺
…
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、



難
}
錐
剛

ロ
月
賦
借
旧
用
の
特
質

経

過
す

る
。

(月
賦

彿

、
毎

三

ヶ
月
彿

、
年
賦
魏
)

第

四
の
特

色
は
大
部

分
は
斬

新
な

る
も
の
で
あ

っ
て

、
人

の

新

し

い
欲
望

を
充
足
す

る
事
で

あ

る
。

現
今

月
賦
販
費

の
商

品
ぱ
家

具

、
ピ

ア
ノ
、
裁
衣
機

、
書
籍

等

の
例

外

は
あ

る
が
、
多
く

は
最
近
創
造

せ
ら

れ
た
も

の
で
あ

る
。
例

へ
ば

十
年
又

は

二
十
年

前

に
は
自
動
車

、

ラ
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二

取
引
條
件
に
依
る
特
質

第

一
に
、月
賦
販
費
は
旧里
一
な
取
引
を
表
は
す
傾
向
が
あ
る
。

少
く
と
も
取
引
は
其
直
後
繰
返
さ
れ
な

い
。

一
般
消
費

に
あ

っ

て
は
バ
ン
や
ミ

ル
ク
の
如
く
侮

日
繰
返
し
購
買
す
る
、
而
も
今

日
購
買
し
て
支
彿

へ
ば
多
分
次
週
叉
は
翌
月
も
亦
購
買
し
て
支

沸

ふ
と
い
ふ
事
を
豫
期
し
て
居

る
の
で
あ
る
。
然
し
ラ
デ
オ
、

自
動
車
等
を
購
買
す
る
者
は
疑
も
な
く
古

い
品
を
新
し

い
品
に

買
換

へ
る
の
を
結
局
望
む
が
、
當
分
買
換
を
欲
し
な
い
、
又
假

令
取
引
が
繰
返

さ
れ
て
も
前
の
販
費
人

よ
の
普
通
購
買
し
な
い

第
三
+
巻

六
八
六

第
四
號

=
西

第

二
に
軍

一
な
取
引
で
あ
る
か
ら
少
く
と
も
共
直
前
に
前
任

者
㊥
『巴
①8
ω。。o
「)
が
な
い
の
が
常
で
あ
る
。

過
去
の
侮
日
叉
は
毎
週
の
取
引
記
録

が
な
い
か
ら
責
手
は
買

手

の
信
用
状
態
を
評
定
す
る
重
要
な
手
段
を
訣

い
で
る
る
。
其

故
に
他
の
事
由
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
に
月
賦
信
用
の
程
度
は

一
般
消
費
信
用
よ
り
も
大
で
あ

る
。
こ
れ
は
比
較
的
高
償
な
商
品
を
扱
ふ
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
此

事

は

一
方
販
費
人
を

一
暦
用
心
深
く
せ
し
め
、
他
方
其
と
共
に

非
常
に
大
な
る
危
険
を
伸

ふ
。

第
四
に
不
排
の
危
険
が
あ
る
事
で
あ
る
。
此
は
前
の
特
色
に

も
依
る
が
爾
初
回
彿
(
現
金
彿
)
と
最
終
排
と
の
期
間
が
長

い
結

果
危
険
に
直
面
す
る
必
然
性
が
加
重
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
諸
親
鮎
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
月
賦
信
用
の
特
な
危

険
は
滞
納

(α
。ぎ
4
ロ
9
。と

不
履
行

(留
融
毎
)
及
び
取
戻

(「甲

B
。・。。①。・の帥o
旦

の
三
熱
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
等
の
中
最
初

の
二
つ
は
月
賦
信
用
と

「
般
消
費
信
用
と
の
差
異
の
如
く
程
度

に
於
け
る
差
異
で
あ
る
が
前
二
者
と
取
戻
と
の
差
異
は
種
類
に

於
け
る
差
異
を
表
は
す
。



信
用
が
附
興

せ
ら
れ
る
場
合
に
は
滞
納
の
問
題
が
起
り
得

る

の
で
あ
る
。
然
し
月
賦
制
度
の
縄
績
的
支
彿
に
於
て
は
第

一
期

の
滞
納
は
其
後
の
期
間

の
滞
納
と
轡
接
な
關
係
を
持
つ
か
ら
特

別
の
取
扱
ひ
を
要
す
る
。
月
賦
信
用
の
滞
納
は
或
鮎
で
は

「
般

消
費
信
用
の
滞
納
と
絵
り
異

な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
契
約

の

期
限
に
支
沸
を
遽
濡
す
る
の
は
集
金
に
手
抜
か
り
が
あ
っ
た
か

叉
は
缺
陥
が
あ

っ
た
か
に
依
る
場
合
も
あ
る
が
、
爾
假
令
販
寅

ニヨ
　
じロこ
ト　
　　
ニヘ
ヤも
コ
エ

じ
み　
コ
　
コ

レ

　

孝
σ
糞
壷
オ
沼
力
動
但
に
悶
離
離
.て
あ

っ
て
も
、
共

は
開
題
で

な
く
、
滞
納
の
或

る
も
の
は
誤
れ
る
信
用
又
は
信
頼
か
ら
起
り

易

い
の
で
あ
る
。
月
賦
信
用
は
偶
護
的
危
陰

(自
然
的
出
来
事

-
火
災
、
洪
水
、
地
震
、一
。

「
般
的
不
況
。
個
人
的
理
由
、一

災
難
一

病
氣

、1
。)
の
外
に
固
有
の
信
用
状
態

に
關
す
る
危
険

が
あ
る
。
例

へ
ば
自
動
車
月
賦
販
費

の
場
合
に
は
偶
蛮
的
危
険

あ
る
以
外
に
非
常
に
低
い
所
得
或
は
危
険
な
個
人
的
特
質
を
有

す
る
者
と
も
取
引
す
み
か
ら
危
険
で
あ
る
。
併
し
買
手

へ
固
有

の
信
用
を
附
興
す
る
事
が
此
販
費

の
中
心
で
あ
る
か
ら
固
有
の

信
用
賦
興
の
不
注
意
が
支
携
の
滞
納
遅
滞
の
主
た
る
原
因
で
あ

る
..
此
等
原
因
は
契
約
當
初

一
暦
周
到
な
注
意
を
す
れ
ば
除
き

難
皿
録

同
門賦
信
一用
の
特
暫
ハ

得
る
。
術
滞
納

(二
。ぎ
虐
2
。ご

に
な
っ
て
そ
れ
が
解
決
せ
ら

れ
な
け

れ
ば
不
履
行

(」
昏

巳
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
般
消
費
信
用
に
於
て
は
不
履
行
に
な
る
と
責
手
は
償
還
請

求
榎
で

(話
8
ロ
羅
)
購
買
者
を
訴

へ
、
叉
詐
欺
等
の
場
合
に
は

監
獄

へ
入
れ
る
事
さ

へ
も
出
来
る
。
之
に
反
し
月
賦
信
用
で

は

最
終
の
支
沸

が
不
履
行
に
な
る
と
、
商
品
は
全
く
消
失
し
τ
居

る
こ
と
も
あ
る
が
、
兎
に
角
責
手
が
販
費
商
品
に
封
し
或
る
法

律
的
標
利
を
保
持
し
て
居
る
、
即
ち
貸
手
は
前
貸
信
用
に
謝
し

澹
保
を
所
有
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
條
件
附
費
買
は
非
常
に
古

く
か
ら
生
産
財
及
び
資
本
財
に
適
用
さ
れ
て
居
る
。
併
し

】
般

商
品
に
於
け
る
條
件
附
賢
買
は

】
部

に
限
ら

れ
大
多
数
の
場
合

は
螢
手
は
取
引
の
支
彿
を
確
實
に
す
る
爲
に
他
の
方
策
を
選
ぶ

の
で
あ

る
。
反
之
近
代
月
賦
信
用
の
場
合
に
は
殆
ん
ど
何
れ
の

商
口叩
に
も
取
戻
が
行
な
は
れ
る
。
而
も
此
は
責
手
の
最
後
の
憺

保
で
あ

る
。
取
戻
は
斯
く
の
如
く
他
の
滑
費
信
用
と
異
な
る
月

賦
信
用
の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
。
故
に
章
を
改
め
て
商
品
の
取

戻
問
題
に
就
て
述
べ
る
。

窺
卍
三
十
巻

上ハ
八
七

第
四
號

=
霊



雑

銑

　月
賦
信
…用

の
特
質

三

商

品

の

取

戻

(
肉
①
℃
謎
。・
島
ω
一〇
コ
)

、
取
戻
問
題
に
は
次
の
四
問
題
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
今
順

次

に
略
述
す
る
。

ω

取
戻
は
好
結
果
を
確
保
す
る
爲
に
必
要
で
あ
る
か
又

は
償
格
標
を
高
く
付
け

る

と

取

戻
を
爲
さ
す
に
充
分
済
む

か
。不

履
行
に
な
る
と
損
失
と
な

る
の
は
勿
論
の
事
で
あ
る
が

耐

へ
得

る
損
失
の
額
は
利
金
の
相
等
な
開
き
に
依
存
す
る
も

・
の
で
あ
る
。
其
故
に
償
格
を
高
く
付
け

る
事
は
非
常
に
大
切

で
あ
る
。
然
し
利
益
の
開
き
は
非
常
に
少
い
の
が
普
通
で
あ

る
か
ら
、
確
か
に
支
彿
ひ
得
る
以
外
の
購
買
者
に
ば
信
用
を

撮
暖
し
得
る
見
込
が
な
い
。
此
等
の
事
實
は
商
費
に
依
り
又

個
人
に
依
り
異
な
る
が
、
要
す
る
に
取
戻
を
駕
す
に
済
む
が

.如
き
充
分
高
い
慣
格
は
望
め
な

い
か
ら
、
結
局
取
戻
は
必
要

で
あ
る
。

②

取
戻
を
法
律
的
に
又
は
實
際
的
に
實
行
し
得

る
か
尚

商
品
取
戻
に
必
要
な
機
構
が
存
す
る
か
。

第
三
十
施せ

山ハ
八
八

第
四
[號

一
二
山ハ

米
国

に
於
け

る
取
戻
の
歴
史
的
研
究
に
依
る
と
現
今
の
厭

悪
は
當
初
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
っ
て
居
る
。
以
前
に
は
法

律
的
複
雑
と
困
難
と
が
取
戻
手
績
に
あ
っ
た
が
現
今
で
は
法

律
的
條
件
が
調
整
せ
ら

れ
て
法
律
手
纏
が
簡
輩
化
せ
ら
れ
て

来
た
。
然
し
取
戻
の
可
能
性
は
唯
法
律
的
状
態
に
の
み
依
る

の
で
は
な
い
。
法
律
的
櫨
利
が
保
護
せ
ら
れ
て
居
て
も
共
権

利
を
主
張
出
来

ぬ
事
も
あ
る
。
例

へ
ば
破
損
、
押
牧
、
盗
難

等
の
結
果
事
買
上
取
戻
を
爲
し
得
な
い
厭
悪
に
在
る
場
合
も

あ
る
。
結
局
販
費
店
、金
融
會
肚
等

の
適
當
な
集
金
部

(8
〒

Φ。
ま
算
〔δ
冨
}
5
塞
け)が
取
戻
に
必
要
な
機
構
に
し
て
、
此
等

の
缺
如
は
取
戻
に
様
々
の
障
害
を
な
す
の
で
あ
る
。
次
に
最

,
終
に
取
戻
さ
れ
τ
も
ぞ
う
す
る
横
位
が
あ
る
か
否
か
の
瓢
に

問
題
が
起
る
。

③

取
戻
は
経
済
的
に
實
行
し
得
る
か
。

此
は
複
雑
な
問
題
に
し
て
重
要
な
問
題
を
含

む
。
そ
の
中
の

二
三
を
述

べ
る
。

(
イ
)

取
戻
は
無
情
な
感
を
起
さ
す
傾
向
が
あ
る
か
、
叉
他

方
當
該
業
務
に
損
害
を
及
ぼ
す
か
。



月
賦
信
用
附
與
は
直
接
に
販
責
を
増
加
す
る
の
み
な
ら
す

此
事
實
を
廣
告
す
れ
ば
間
接
に
服
喪
を
塘
加
す
る
。
事
實
上

取
戻
は
不
履
行
に
な
っ
た
時
損
失
を
防
ぐ
方
法
で
あ
る
が
、

始
り
嚴
格
に
過
ぎ
て
却

っ
て
顧
客

の
反
感
を
買
ふ
虞
が
あ
る

か
ら
成
る
可
く
販
費
人
は
種

々
特
別
な
和
解
を
許
容
す
る
。

極
端
な
叉
異
常
な
場
合
の
固
有
の
不
履
行
は
止
む
を
得
す
取

戻
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
此
場
合
に
は
取
灰
し
得

れ
ば
少
く

と
も
心
理
的
に
利
谷
を
齎
す
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ロ
♂

取
{見
受
杷
}
試
写
督罫
画具
十島
野
師闘
♂
「る
掛

戸

、

τよ
ノ
.そ

=
ノ/ノ
噌!
h1「
茜」
{
f¶
、ノ
「ノ
ー7

,
フ

此
問
題
に
射
し
て
は
先
づ
減
償
に
就
て
考
慮
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
勿
論
減
假
は
買
手
側
と
貰
手
側
と
に

よ

り

意

味
が
違

ふ
。
消
費
者
が
開
知
す
る
限
り
で
は
減
債
は
商
品
の
物
質
的

性
質
の
漸
進
的
消
耗
で
あ

る
が
商
品
を
賣

る
商
人
は
減
債
を

再
費
償
格
の
下
落

と
考

へ
る
。
衣
服
書
籍
等
の
場
合
に
は
減

債
は
古
物
を
嫌
ふ
理
由
で
莫
大
な
こ
と
も
あ
る
。
此
場
合
最

初
の
慣
格
と
再
費
償
格
と
の
開
き
は
非
常
に
大
で
あ

っ
て
、

通
常
再
費
取
得
す
る
金
額
は
取
戻
の
費
用
を
償
は
ぬ
の
で
あ

る
。
程
度
の
差
は
あ
る
が
同
様
な
條
件
が
他
の
商
品
に
も
當

雑

盤

割月
賦
信
用
の
特
臨貝

、

て
簸
ま
る
。
特
に
虚
飾
の
目
的
に
用
ひ
ら

れ
る
も
の
の
場
合

に
撚
り
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
減
債
す
る
か
ら
初
回
彿

(現

金
携
)
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
初
回
排
の
金
高
の

割
合
如
何
は
他
の
観
黙
か
ら
も
勿
論
意
義

が
あ
る
。
そ
れ
は

種

々
の
信
用
率
に
よ
っ
て
顧
客
の
階
級
を
嘔
別
す
る
手
段
と

し
て
利
用
せ
ら
れ
る
。
惟
ふ
に
莫
大
の
現
金
彿
を
篤
し
得
な

い
人
は
牧
人
の
低
い
階
級
に
属
す
。
而
も
そ
の
後

の
支
彿
を

履
行
し
得
な
い
か
も
知
れ
ぬ
危
険
が
あ
る
だ
ろ
う
。
其
故
に

購
買
者
が
商
品
を
保
持
す
る
叉
は
其
後
の
支
佛
を
履
行
す
ゐ

積
り
で
あ
る
と
い
ふ
謹
蒜
と
し
て
、
用
心
深
い
商
人
は
E
額

の
初
回
金
を

一
般
に
要
求
す
る
。
兎
に
角
明
か
に
初
回
金
は

商
品
に
直
接
生
じ
た
る
減
贋
を
相
殺
す
乃
臆
少
く
と
略
充
分

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
支
携
期
間
の
問
題
も
同
様
忙
弐

切
で
あ
ろ
。
期
間
が
長
け
れ
ば
益
々
滞
納
や
不
履
行
の
危
稔

は
著
し
い
の
み
な
ち
す
又
減
慣
が
増
加
す
る
と
い
ふ
課
で
あ

る
か
ら
、
取
灰
品
の
再
責
慣
値
は
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
故

.

に
取
戻
を
経
済
的
に
實
行
し
得
る
や
否
や
は
商
品
の
種
類
、
'

螢
業
の
性
質
、購
買
者
の
習
慣
的
意
向
に
依
る
も
の
で
あ
ろ
。

第
三
十
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月
賦
信
用
の
特
質

然
し
取
戻
に
報
ず
る
最
後
の
決
定
は
次
の
問
題
で
あ
る
。

㈱

取
戻
さ
れ
た
商
品
に
於
け
る
損
益

結
局
こ
れ
は
月
賦
信
用
を
消
費
信
用
の
他
の
も
の
と
臨
別
す

る
客
観
的
標
準
で
あ
る
。
此
問
題
に
答

へ
る
に
當
り
取
戻
費
、

商
品
修
繕
費
等
の
諸
経
費
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
根
本
の

要
素
は
未
彿
淺
額
と
實
際
再
費
償
格
で
あ
る
。
即
ち
再
費
憤

格
が
未
排
込
月
賦
金
と
他
の
諸
経
費

と
の
和
よ
り
も
人
な
る

場
合
は
利
益
で
あ
る
。
例

へ
ば
自
動
車
の
月
賦
販
費
等
は
此

問
題
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
月
賦
信
用
は

一
般
消
費
信
用
の
性
質
を
幾
分

有
す
る
と
共
に
其
自
身
特
質
を
有
す
る
が
故
に
特
殊
な
困
難

を
も
件

ふ
の
で
あ
る
。

附

昌
亀口

上
述
は

セ
リ
グ

マ
ン
氏
所
論
の
大
要
で
あ
る
。
月
賦
信
用
制

度

は
米
國
に

最
も

稜
達
し
、
自
動
車

工
業

の

嚢
蓮
と

金
融
會

肚

3
昌
巴
8

8
ヨ
窟
留

ε

の
塘
加
と
が
相
伴
っ
て

起

つ
た
結

果
各
種
の

商
業
に

も

適
用
せ
ら
れ
る
に

至
つ
九
。
其
結
果
耐

第
三
十
巻

六
九
〇

第
四
號

一
二
八

久
性
を
有
す
る
品
物
で

月
賦
制
度
で

販
費

せ
ら
れ
て

居
な
い

も
の
は
今
日
で
は
寧
ろ
例
外
を
な
す
位
に
な
つ
北
。
從

っ
て
此

意
味
に
於
て
は
月
賦
信
用
に
依
る
販
費

は
費
買
取
引
の
方
法
に

重
大
な
饗
化
を
齎
し

一
つ
の
商
業
革
命
を
劃
す
る
も
の
と
云
っ

て
よ
い
。
我
国
に
於
て
は
月
賦
販
費
の
歴
史
は
比
較
的
に
新
し

く
而
も
未
だ
充
分
な
効
果
を
納
め
て
居
な
い
。
こ
れ
は
産
業
歌

態
、
信
用
機
,構
の
不
備
、
就
會

一
般
の
瑚
解
の
不
足
等
に
も
原

因
が
あ
る
と
思
ふ
。
近
時
各
方
面
に
経
済
難
が
叫
ば
れ
維
螢
合

理
化
は
相
當
力
強
く
提
唱
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
我
国

に
於
て
も

月
賦
販
費

は
漸
く
盛
な
ら
ん
と
し

つ
・
あ
る
。
然
し
上
述
の
如

く
月
賦
信
用
は
危
瞼
を
伴

ふ
事
多
く
而
も
従
来
此
制
度
の
肚
會

一
般
に
及
ぼ
す
利
害
得
失
も
擧
げ
ら
れ
て
居
る
か
ら
此
滑
費
信

用
の
撰
張
即
ち
月
賦
信
用
制
度
の
採
用
に
際
し
て
は
充
分
調
査

研
究
す
る
を
要
す
る
と
思
ふ
。


